
 

 

 

 

 令和 5 年 10 月 1 日から、消費税のルールが新しくなります。そのルールで、税務署のインボイ

ス発行事業者登録簿に登録された事業者だけが発行できる請求書や領収書などのことを「インボイ

ス」と呼んでいます。インボイスの正式名称は「適格請求書等」です。 

 

 「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほ

か、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。適格請求書等

を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。 

 一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となり

ます。

 

 

 インボイス制度が始まる令和５年１０月１日から登録

を受けようとする事業者は、原則として、令和５年３月

31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提

出する必要があります。(免税事業者は経過措置あり) 

 詳しくは、同封しております小冊子「基礎からわかる

インボイス」をご覧ください。インボイス制度について

わかりやすく解説しています。 

 なお、双海中山商工会では令和４年度に会員の皆様を

対象に、インボイス制度についての無料セミナーを複数

回予定しております。ぜひ受講くださいますようお願い

申し上げます。 

中山本所：伊予市中山町中山丑２８５－１ 

 TEL089-967-0197 FAX089-967-1562 

双海支所：伊予市双海町上灘甲５８２１－６ 

 TEL089-986-1231 FAX089-986-1462 



 ●新ビジネスモデル展開促進補助金 

 技術革新の進展やＳＤＧｓ・脱炭素への対応、国際情勢の不確実性、感染症の拡大など、社会・

経済環境の変化に応じた新たなビジネスモデルの促進を図るため、愛媛県内に事業所を有する中

小・小規模事業者やオープンイノベーションを活用した連携事業体が行う事業再構築、新事業展開

等に関する取り組みを支援します。 

 対象事業：事業再構築や新事業展開など新たなビジネス展開に取り組む事業  

補助率：事業総額の３分の２（下限額 50 万円・上限額 100 万円）※１事業者につき１回限り 

申請期間：令和 4 年 6 月 24 日（金）まで ※郵送による受付のみ 

 ●令和元年度補正予算・令和 3 年度補正予算小規模事業者持続化補助金 

    小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイ 

   ス導入等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経 

   費の一部を補助するものです。 

補助額：上限 50 万円（補助率 2/3）…通常枠  

申請期間：令和 4 年 6 月 3 日（金）まで（締切後、随時公募予定） 

事業復活支援金（WEB 申請のみ）     第四弾えひめ版応援金（郵送又は WEB 申請） 

 

 

 

 

 

 

 

主な補助金の概要を記載しています。詳細につきましては商工会にお問い合わせ若しくは各 HP をご覧下さい。 

加入から共済金請求まで手続きは商工会の窓口で行えま

す。詳細は、別添のチラシをご覧ください。 

 

 商工会の福祉共済は大切な商工会会員の皆様

だからこそ加入できる特別な制度です！ 

 「けが」の補償はお子様（6歳）から高齢者（継

続加入で 85 歳まで）！ 

 トータル「がん」補償、「病気」の補償は新型

コロナウイルス感染症も補償！ 


